
子
育
て
応
援

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー
依
頼

会
員
を
募
集
し
ま
す

子
育
て
の
お
手
伝
い（
お
子
さ
ん
の
送

迎・一
時
預
か
り
）を
し
て
ほ
し
い
方
、地
域

の
方
に
お
願
い
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

登
録
説
明
会

日
時　
10
月
28
日
（木）

午
前
10
時
〜
11
時
45
分

場
所　
七
宝
公
民
館

対
象　
生
後
6
か
月
か
ら
小
学
校
6
年
生

ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い
る
あ
ま
市
、ま
た

は
大
治
町
在
住
、ま
た
は
在
勤
の
方

※

妊
婦
さ
ん
、ま
た
は
生
後
6
か
月
未
満

の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
方
も
仮
登
録

可
能
。事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※

登
録
説
明
会
へ
の
参
加
が
必
要
で
す
。

都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
事
務
局
へ
お

電
話
く
だ
さ
い
。

定
員　
10
人

申
込　
説
明
会
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
、

ま
た
は
メ
ー
ル

※

説
明
会
の
無
料
託
児
有
り
ま
す
。（
4
か

月
か
ら
未
就
学
児
ま
で
、要
予
約
、定
員

有
り
）託
児
を
ご
希
望
の
場
合
は
開
催

日
1
週
間
前
ま
で
に
申
し
込
み
が
必
要

で
す
。

メ
ー
ル
申
込　

件
名「
説
明
会
申
込
み
」、

本
文
に「
氏
名
、電
話
番
号
、参
加
日
、託

児
の
有
無（
有
は
名
前
、月
齢
・
年
齢
）」

を
記
入
し
て
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局（
甚

目
寺
庁
舎
子
育
て
支
援
課
内
）

☎
4
6
2・0
1
5
0　

FAX
4
6
2・0
1
6
0

am
a-harufam

isapo@
clovernet

.ne.jp

保
育
園
会
計
年
度
任
用
職
員

（
保
育
士
）募
集

業
務
内
容　
保
育
補
助
業
務

賃
金　
市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給

※

通
勤
手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給

勤
務
地　
市
立
保
育
園

勤
務
時
間　
午
前
7
時
30
分
〜
午
後
7
時

（
う
ち
7
時
間
以
内
勤
務
、休
憩
1
時

間
有
）、週
5
日
以
内

応
募
資
格　
保
育
士
資
格
を
有
す
る
方

提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

証
の
写
し

※

後
日
依
頼
の
と
き
に
健
康
診
断
書

提
出
先　
子
育
て
支
援
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

※

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
子
育
て
支
援
課

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
臨
時
窓
口

を
開
設（
予
約
制
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
手
続
き

が
平
日
の
開
庁
時
間
に
で
き
な
い
方
の
た

め
に
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
以
外
の
業
務（
住
所

異
動
、各
種
証
明
書
発
行
等
）は
行
い
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

開
設
日
時　

毎
月
第
2
・
第
3
水
曜
日
の

午
後
7
時
20
分
ま
で
、毎
月
第
2
日
曜

日
及
び
最
終
土
曜
日
の
午
前
9
時
か
ら

正
午
ま
で
。

開
設
場
所　
甚
目
寺
庁
舎
1
階　
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
専
用
窓
口

予
約
受
付
日
時

月
〜
金
曜
日
の
午
前
8
時
30
分
〜
午
後

5
時
15
分
。（
休
日
及
び
年
末
年
始
の
閉

庁
日
を
除
く
）

予
約・問
合
先　
市
民
課　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
交
付
専
用
窓
口

☎
4
4
4・5
6
7
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

shogai@city.ama.lg.jp

甚目寺庁舎に
手話通訳者を配置しています
火曜日　午前 9時～正午、午後1時～4時
木曜日　午前 9時～正午
※上記以外の曜日、または甚目寺
庁舎以外でのご利用につきまし
ては、お問い合わせください。
問合先　社会福祉課
☎444・3135　FAX443・3555

間
時
庁
開

前
午

８
時

後
午

５
時

分

日
庁
閉

日
祝
・
曜
日
・
土

子
育
て
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